
 

講演会の一般公開について(ご案内) 

 

 （公社）長野県公共嘱託登記土地家屋調査士協会では、（公社）長野県公共嘱託登

記司法書士協会のご後援をいただき「公共財産と登記」についての講演会を下記のと

おり開催致します。 
一般に公開致しますので、受講を希望される方は本用紙に必要事項をご記入の上、

末尾に記載の連絡先までＦＡＸでお申し込み下さい。 

 

記 

 
１ 日 時  平成２５年５月１４日（火）午後１時３０分～３時３０分 
                     （受付は午後１２時３０分から） 
 
２ 場 所  松本東急イン ３階 クリスタルルーム  

〔松本市 （電話 0263-36-0109）〕 

 
３ 内 容  「公共財産と登記」 

講師：早稲田大学 教授 首藤 重幸（すとう しげゆき）氏 
 

４ 受講無料 ※事前申し込みが必要です。 
 
５ 駐車場  有料駐車場はありますが、なるべく公共交通機関をご利用ください。 
  

以上 
☆お問い合わせ・申し込み先☆ 

〒３８０-０８７２ 長野市大字南長野妻科３９９番地２ 
公益社団法人長野県公共嘱託登記土地家屋調査士協会 事務局 

E-MAIL：nkt@nagano-kt.com 
申込受け付け ＦＡＸ：０２６－２３２－３３０５（添書不要） 

 
☆講演会受講申し込み 
 
(ふりがな） 
受講希望者                  受講希望人数      名       

 
 
ご連絡先                                      



公益社団法人設立記念講演会の概要 

 

講 演 者：首藤 重幸（すとう しげゆき）先生 

略  歴：福井大学教授を経て早稲田大学法学部教授就任 

現  在：早稲田大学 大学院法務研究科教授 

主な研究テーマ：行政法 

今回講演テーマ：「公共財産と登記」 

首藤先生は、H24 年度全国公共嘱託登記司法書士協会協議会（全司

協）総会を始め、同年度全国公共嘱託登記土地家屋調査士協会連絡

協議会（全公連）研修会での講演に加え、全司協主催（全公連協賛）

の未登記問題研究会の顧問として最新事情の分析を行うなど、公共

財産の未登記問題研究における行政法分野の第一人者であります。 

研究多忙の中、当協会の為に時間を割き講演を行って頂く事にな

り、行政担当者、登記関係者、一般市民にとって貴重な講演である

と自負しております。 

講演内容 

① 公共財産の正確な法的把握（道路、河川等） 

② 公共財産と登記の関係 

③ 未登記の公共財産の問題点整理 

④ 具体的未登記事例の問題点整理 

⑤ 公共財産の未登記問題への提言 




